
 (注記)

   1．重要な会計方針

       （１）引当金の計上基準

      　　 ①徴収不能引当金

      　　　 未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

      　　 ②退職給与引当金

      　　 　短期大学の教員に係る退職給与引当金については、期末要支給額 47,876,200円に

      　　　 私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との調整額を加減した

      　　　 金額の100%を計上している。

      　　　 高等学校の教員及び、短期大学・高等学校・法人の職員に係る退職給与引当金につ

      　　　 いては期末要支給額 621,898,785円から、大阪府私学総連合会退職資金事業部より

      　　 　の交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

       （２）その他の重要な会計方針

      　　 ①有価証券の評価基準及び評価方法

      　　 　移動平均法に基づく原価法である。

      　　 ②預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

      　　 　預り金に係る収入と支出は総額で表示している。

   2．重要な会計方針の変更等

        　 該当なし

   3．固定資産の減価償却額の累計額の合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,428,163,325 円

   4．金銭債権の徴収不能引当金の合計額                  　         　                           0 円

   5．担保に供されている資産の種類及び額

      担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

          土　　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　930,406,826 円

          建　　物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　875,250,821 円

   6．翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額　　　　　　348,701,139 円

   7．当該会計年度の末日において第４号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

      第４号基本金に相当する資金を有しており、該当しない

   8．セグメント情報

　　　　　　　　　　　　　  セグメント
　 科　目

大阪夕陽丘学園短期大学 大阪夕陽丘学園高等学校 その他 合計

教育活動収入計 558,523,275 1,064,278,789 465 1,622,802,529

教育活動支出計 638,020,584 1,017,645,604 84,074,575 1,739,740,763

教育活動収支差額 △ 79,497,309 46,633,185 △ 84,074,110 △ 116,938,234

教育活動外収支差額 △ 430,777 △ 2,101,237 3,184,405 652,391

経常収支差額 △ 79,928,086 44,531,948 △ 80,889,705 △ 116,285,843

特別収支差額 △ 3,047 534,456 △ 3 531,406

基本金組入前当年度収支差額 △ 79,931,133 45,066,404 △ 80,889,708 △ 115,754,437

基本金組入額合計 △ 15,440,690 △ 107,806,434 294,649 △ 122,952,475

当年度収支差額 △ 95,371,823 △ 62,740,030 △ 80,595,059 △ 238,706,912

   9．重要な偶発債務　　　　　　　　　　　　　　　 なし

   10．子法人に関する事項　　　　　　　　　　　　　なし

   11．学校法人の出資による会社に係る事項　　　　　なし

   12．関連当事者との取引の内容に関する事項　　　　なし

   13．学校法人間の財務取引　　　　　　　　　　　　なし

   14．重要な後発事象　　　　　　　　　　　　　　　なし


